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山形地方裁判所長渡邉英 敬

司法行政文書開示通知書

6月15日付け（同月20日受理）で申出のありました司法行政文書の開示につ

いて、下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

開示する司法行政文書の名称

令和4年度における山形地方裁判所の裁判官の配置等（片面で13枚）

開示の実施方法等

写しの送付による。
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【機密性2】

令和4年度における山形地方裁判所の裁判官の配置等

第1 裁判官の配置、事務分配及び代理順序

1 本 庁

（1） 裁判官の配置

ア民事部

裁判長判 事

判 事

判 事

判 ， 事

判事補（特例）

判事補（特例）

判 事 補

判 事 補

イ刑事部

裁判長判 事

判 事

半リ 事

判事補（特例）

判 事 補

判 事 補

(2) 裁判事務の分配

本 多

金 谷

今 井

士 倉

田 屋

佐々木

佐 藤

長 崎

幸
和
嗣
彦

理

太
樹
平

健
茂
康

元

壮 汰

今 井

金 谷

士 倉

佐々木

佐 藤

長 崎

理

和 彦
太
平

健
康

元

壮 汰

ア民事部に対しては、民事事件の全部を分配する。

イ刑事部に対しては、刑事事件（ウの事件を除く。 ） 、心神喪失等

の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

（以下「医療観察法」 という。 ）に基づく事件（オの事件を除く。 ）

及び検察審査会法第41条の9、第41条の10及び第41条の1
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1に基づく起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に

当たる者の指定並びに同指定の取消事件の全部を分配する。

ウ令状事件は、別途定めるところにより分配する。ただし、執務時

間外の令状事件は、 田屋裁判官に分配しない。

エ犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく傍受の原記録の

保管事務（以下「通信傍受に関する事務」 という。 ）は、今井裁判官

が処理する。ただし、執務時間外に傍受の原記録を使用する必要が

生じた場合は、執務時間外の令状事件を分配された裁判官が代理し

て処理する。

オ医療観察法に基づく事件に係る執務時間外の鑑定入院命令手続

（その機会に行う各種通知を含む。 ）及び連戻状の処理は、全裁判

官（田屋裁判官を除く。 ）に分配する。

(3) 裁半l1事務の代理

ア合議事件において、裁判長に差し支えがあるときは、他の部の裁

判長が代理し、同裁判長にも差し支えがあるときは、所長が指名す

る裁判官が代理する。裁判長でない裁半ll官に差し支えがあるときは、

当該部の他の裁判官又は他の部の裁判官が適宜代理する。

イ 1人の裁判官が処理する事件において、裁判官に差し支えがある

ときは、当該裁判官が属する部の他の裁判官又は他の部の裁判官が

その順序で代理する。

2 各支部

(1) 裁判官の配置

ア新庄支部

事 大 川 恭 平判

イ米沢支部

事 坂 田 大
五
口判
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判事補（特例） 田 屋 茂 樹

ウ鶴岡支部

裁判長判 事 三 宅 康 弘

判 事 大 川 恭 平

（酒田支部から填補）

判事補（特例） 伊 ↓藤 健太郎

エ酒田支部

判事補（特例） 伊 藤 健太郎

(2) 裁判事務の代理‘

各支部における裁判事務の代理は、別紙1のとおり定める。

3各簡易裁判所

（1） 裁判官の配置

山形簡易裁判所

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

(新庄簡易裁判所から填補）

簡易裁判所判事

新庄簡易裁判所

簡易裁判所判事

（鶴岡簡易裁判所から填補）

ア

邉
藤
多
谷
井
倉
屋
木々

渡
佐
本
金
今
土
田
佐

英
浩
幸

敬
正
嗣
彦和

理

健
茂
康

太
樹
平

I

ヒ
ヒ
会
日鍋 谷 文

イ

ヒ
ヒ
今
日鍋 谷 文
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簡易裁判所判事 大 川

米沢簡易裁判所

簡易裁判所判事 坂 田

簡易裁判所判事 田 屋

（赤湯簡易裁半ll所から填補）

恭 平

ウ

大
茂

五
口

樹

祐簡易裁判所判事 久保田 司

赤湯簡易裁判所

簡易裁判所判事

（山形簡易裁判所から填補）

簡易裁半ll所判事

長井簡易裁判所

簡易裁判所判事

（米沢簡易裁判所から填補）

簡易裁判所判事

鶴岡簡易裁判所

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

簡易裁判所判事

コニ

祐久保田 司

茂 樹田 屋

オ

祐久保田 司

坂 大
五
口田

力

宅
川
好

康
恭
浩

弘
一
一
一

大 平
治一

一
一

キ酒田簡易裁判所

簡易裁判所判事 伊

簡易裁判所判事

(2) 裁判事務の分配

ア山形簡易裁判所

（ｱ） 民事事件の全部

簡易裁判所判事 佐

（ｲ） 刑事事件

藤
好

健太郎

浩 治

藤 浩 正
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a 刑事公判請求事件及び略式事件のうち交通切符（三者即日処

理方式を除く。 ） ‘

簡易裁半ll所判事 鍋 谷 能 文

b 令状事件

別途定めるところにより分配する。ただし、執務時間外

の令状事件は、田屋裁判官及び鍋谷裁判官に分配しない。

c 上記a以外の刑事事件の全部

簡易裁半ll所判事 佐 藤 浩 正

（勃正式裁判請求事件

簡易裁判所判事 鍋 谷 能 文

イ新庄簡易裁判所

、民事事件及び刑事事件（正式裁判請求事件を除く。 ）の全部

簡易裁判所判事 鍋 谷 能 文

併） 正式裁判請求事件

簡易裁判所判事 大 川 恭 平

ウ米沢簡易裁判所

、民事事件及び刑事事件（正式裁判請求事件を除く。 ）の全部

簡易裁判所判事 久保田 祐 司

（ｲ） 正式裁判請求事件

簡易裁判所判事 田 屋 茂 樹

工赤湯簡易裁判所

（ｱ） 民事事件及び刑事事件（正式裁判請求事件を除く。 ）の全部

簡易裁判所判事 久保田 祐 司

（ｲ） 正式裁判請求事件

簡易裁半|｣所判事 田 屋 茂 樹

オ長井簡易裁判所

－5‐



㈲民事事件及び刑事事件（正式裁判請求事件を除く。 ）の全部

簡易裁判所判事 久保田 祐 司

州正式裁判請求事件

簡易裁判所判事 坂 田 大 吾

力鶴岡簡易裁判所

㈲民事事件（民事調停事件を除く。 ）の全部及び略式事件（(ｲ)を

除く。 ）

簡易裁判所判事 大 川 恭 平

㈹刑事事件（略式事件のうち三者即日処理方式）

簡易裁判所判事 三 好 浩 治

（例民事調停事件及び刑事事件（(ｱ)及び(ｲ)を除く。 ）

簡易裁判所判事 三 宅 康 弘

キ酒田簡易裁判所

㈲民事事件及び刑事事件（正式裁判請求事件を除く。 ）の全部

簡易裁判所判事 三 好 浩 治

付） 正式裁判請求事件

簡易裁判所判事 伊 藤 健太郎

（3） 裁判事務の代理

各簡易裁判所における裁判事務の代理は、別紙2のとおり定める。

第2 開廷日割

本庁及び各支部の開廷日割を別紙3のとおり定める。

第3 事件の回付

事件の回付については、当該事件の係属する庁と回付すべき庁との協議

によって定める。

本庁及び各支部の管轄区域の定めに反して訴えが提起され、又は申し立

てられた事件を回付しないで処理する場合も、同様とする。
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第4 労働審判官

本多裁判官及び佐々木裁判官を、労働審判事件を扱う労働審判官に指定

する。

第5 調停主任裁判官

次の裁判官を、その配置された庁において民事調停事件を扱う調停主任

裁判官に指定する。

1 民事部に配置された判事補（特例）以上の各裁判官

2 各支部及び各簡易裁判所に配置された全裁判官

第6 司法行政事務の代理

1 所長に差し支えがあるときは、本多裁判官又は今井裁判官がその順序

で代理し、本多裁判官及び今井裁判官に差し支えがあるときは、その際

在庁する本庁配置の他の裁判官（未特例判事補を除く。 ）が席次に従い

代理する。

2 部の事務を総括する裁判官に差し支えがあるときは、その部に属する

他の裁判官（未特例判事補を除く。 ）が第1の1の(1)に記載した||頂序で

代理する。

3新庄支部の支部長に差し支えがあるときは、本庁の本多裁判官又は今

井裁判官がその順序で填補して代理する。

4米沢支部の支部長に差し支えがあるときは、田屋裁判官が代理する。

5鶴岡支部の支部長に差し支えがあるときは、大川裁判官が代理する。

6 酒田支部の支部長に差し支えがあるときは、大川裁判官が代理する。

7 各簡易裁判所の司法行政事務を掌理する簡易裁判所判事に差し支えが

あるときは、それぞれ当該簡易裁判所に配置された他の簡易裁判所判事

が、第1の3の(1)に記載した順序で代理する。

第7 応急措置
も

以上の定めによって処理し難い事情が生じたときは、所長は、 これらの
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定めにかかわらず、応急の措置を執ることができる。

第8補貝リ （支部における取扱事務の範囲）8 補貝リ （支部における取扱事務の範囲）

1 裁判官が合議体で取り扱う事件に関する事務

新庄支部及び米沢支部における事務は、本庁において取り扱い、酒田

支部における事務は、鶴岡支部が取り扱う。

2 通信傍受に関する事務

新庄支部、米沢支部、鶴岡支部及び酒田支部における保管事務は、本

庁において取り扱う。

3 地方自治法第242条の3第2項の規定に基づく訴訟及びこれを本案

とする民事保全事件に関する事務

新庄支部、米沢支部、鶴岡支部及び酒田支部における事務は、本庁に

おいて取り扱う。

4 医療観察法による審判の手続に関する事務

新庄支部、米沢支部、鶴岡支部及び酒田支部における事務は、本庁に

おいて取り扱う。ただし、同法第33条第1項又は第59条第1項若し

くは第2項の申立ての受付及び当該申立てを受けた地方裁判所の裁判官

が行う事務は、米沢支部、鶴岡支部及び酒田支部についてはそれぞれの

支部で取り扱う。

5 労働審判事件に関する事務

新庄支部、米沢支部、鶴岡支部及び酒田支部における事務は、本庁に

おいて取り扱う。

6被疑者国選弁護人選任請求に関する事務

（1） 新庄支部、米沢支部、鶴岡支部、酒田支部及び各併設簡易裁判所に

おける被疑者国選弁護人選任請求に関する事務のうち、次の場合の選

任請求事務処理は、本庁又は山形簡易裁判所において取り扱う。

ア勾留後の選任請求（即決裁判手続の同意確認中の被疑者からの弁

Ｉ
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護人選任請求及び逆送決定後の弁護人選任請求も含む。 ）

イ休日に選任請求があった場合

ウ休日前の平日に選任請求があったが、休日前に処理が終了しなか

った場合

（2） 裁判官の配置（本庁における休日の事務処理）

本庁における(1)のイ及びウの事務は、 日直の当番裁判官が処理する

が、選任請求受理庁が支部であれば、本庁の裁判官（当番裁判官）が

填補して処理し、選任請求受理庁が簡裁であれば、山形簡易裁判所の

簡裁判事（当番裁判官）が職務代行する。

7 民事執行事件に関する事務

新庄支部及び米沢支部における次の事件に関する事務は、本庁におい

て取り扱う。

(1) 事情届に基づいて執行裁判所が実施する配当等手続事件

(2) 不動産、船舶、航空機、 自動車、建設機械及び小型船舶に対する強

制執行事件

（3） 債権及びその他の財産権に対する強制執行事件

（4） 不動産、船舶、航空機、 自動車、建設機械及び小型船舶を目的とす

る担保権の実行としての競売等事件

（5） 債権及びその他の財産権を目的とする担保権の実行及び行使事件

（6） 財産開示事件

（7） 第三者からの情報取得事件

（8） 執行雑事件

附貝ll

この定めは、令和4年1月1日から施行する。

附則

この定めは、令和4年1月22日から施行する。
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､

附則

この定めは、令和4年3月1日から施行する。

附則

この定めは、令和4年4月1日から施行する。

附則

この定めは、令和4年5月17日から施行する。

附則

この定めは、令和4年5月30日から施行する。

ー

「

I

戸
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別紙1

※担当裁判官欄に掲げる裁判官に差し支えがあるときは､それぞれの右欄の代理裁判官欄に
掲げる裁判官が代理し､代理裁判官欄に掲げる裁判官にも差し支えがあるときは､所長が指名
する裁判官が代理する。

支部名 担当裁判官 代理裁判官

新庄 大川恭平
本多幸嗣､今井理の順(両名填補）
ただし､刑事事件は今井理､本多幸嗣の順

米沢

坂田大吾

田屋茂樹

田屋茂樹

坂田大吾

鶴岡

合
議

ﾛ■■■■■■■■■

単
独

三宅康弘

大川恭平

伊藤健太郎

三字康弘

大川恭平

佐藤元(填補）

大川恭平､伊藤健太郎の順

三宅康弘､伊藤健太郎の順

酒田 伊藤健太郎 大川恭平､三宅康弘の順(両名填補）



別紙2

※担当裁判官欄に掲げる裁判官に差し支えがあるときは､それぞれの右欄の代理裁判官欄
に掲げる裁判官が(順位の記載のある場合にはその順位に従って)代理し､代理裁判官欄に
掲げる裁判官にも差し支えがあるときは､所長が指名する裁判官が代理する。

簡裁名 担当裁昌
迭
一ll官 代理裁判官

山形

佐藤浩正(民事事件）

鍋谷能文(刑事公判請求事件及び略
式事件のうち交通切符(三者即日処理
方式を除く｡）） Ｉ

ｊ

佐藤浩正(上記1欄を除く刑事事件全
部）

鍋谷能文(正式裁判請求事件）

本多幸嗣

佐藤浩正､今井理

今井理

佐藤浩正

新庄
鍋谷能文

大川恭平

大川恭平､佐藤浩正(填補)の順

佐藤浩正(填補）

米沢

坂田大吾

田屋茂樹

久保田祐司

田屋茂樹

坂田大吾

田屋茂樹､坂田大吾の順

赤湯
久保田祐司

田屋茂樹

田屋茂樹､坂田大吾(填補)の順

坂田大吾(填補）

長井
久保田祐司

坂田大吾

坂田大吾、田屋茂樹(填補)の順

田屋茂樹(填補）

鶴岡

三宅康弘

大川恭平

三好浩治

大川恭平､ ‘
好浩治の||催

尹藤健太郎(填補)、三

三宅康弘､伊藤健太郎(填補)の順

大川恭平､三宅康弘の順

酒田

伊藤健太郎

三好浩治

大川恭平､三宅康弘の順(いずれ
も填補）

伊藤健太郎《大川恭平(填補)、三
宅康弘(填補)の順



別紙3

※上記の○は開廷日を表す。

庁名 区分 月 火 水 木 金

本庁

民事

刑事

合議

単独

調停

合議

単独

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

新庄 民事･刑事 単独 ○
○

(原貝ll第1,第3)

米沢

民事

刑事

単独

単独 ○

○

○

○

鶴岡

民事

刑事

合議

単独

合議

単独

○

○

○
(原則第2,第4）

○
(原則第2,第4）

酒田

民事

刑事

単独

単独 ○

○


